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（２）人材の類

型 

○人材には、①「課題発見・伝達・解法」実践型人材（地域の課題及び課題解決の道筋を

明らかにする人材）、と②「対話・連携・状況判断」実践型人材（すべきことが分かって

いても取組が進まない課題を打破する人材）の２タイプがあり、両方が大事。一人が両

方を兼ねてもそれぞれのタイプが組合せでやってもよい。①の人材は Off-JT型、②の人

材はＯＪＴ型の育成方法に軸足を置くとよいのではないか（嶋田委員・第４回発表）。 

・研修の詳細設計に当たっては、

いただいた御意見等も踏まえ、

２つのタイプの両方の視点がバ

ランスよく学べる研修となるよ

う、検討を行う。 

（３）個性の尊

重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一つの頑張っている事例を取り上げて横展開すると、地域は同質化してしまう。地域に

は、多様な人がいて、多様な形で活動し、暮らしているのが通常の姿だと頭に入れてお

く必要がある（前神委員・第２回発表）。 

○「こんな人材をつくる」というより「この人の存在を活かす」という視点で考えた方が

良い。強いリーダーを育成して「俺についてこい」という時代ではなく、地域で活動す

る人々を活かしつつサポートする人材が重要ではないか（前神委員・第３回）。 

○みんなが頑張って初めて成立する組織モデルは、誰かが欠けたり誰かの力が弱くなると

維持できず、世代交代できない。100％、120％力が発揮できる存在ではなくても、周り

のみんなの力を引き出す存在が大事であり、能力がそろわない多様な人たちが一緒にな

って地域づくりをしていく方が世代交代につながる（平井委員・第２回発表）。 

○生源寺先生の「農村には個性がある」という言葉が農村政策を考える上で大事だと思っ

た。地域づくりを担う人材が自分を個として理解することで、他との比較ができ、他者

との付き合いを進めていける。農村で暮らす人たちやコーディネーターにも個性を求め

た方がよいのではないか（指出委員・第３回）。 

○スキルという言葉の語感と人材育成のオーダーメイド感がかみ合わない。集落支援員な

どは、求められるスキルも合致しそうだが、地域おこし協力隊などは、地域に入ったあ

とのやりたいことは様々。そのやりたいことを実現するためにどうするか、ここをスキ

ルというと、かみ合わない可能性。別の表現、内容、コンテンツを考えた方がいい（図

司委員・第３回）。 

 

・研修の詳細設計に当たっては、

いただいた御意見等も踏まえ、

地域の人々の個性を尊重した地

域づくり人材を育成できるよ

う、検討を行う。 
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（４）地域への

愛着及び寄

り添い 

○コーディネーターに一番重要なスキルは、自身がその地域を好きになる力。プロセスを

学べばよい、ではなく、集落点検などをする中で「この地域すごいな」「役に立ちたい

な」など、愛着と共感力を高めていくことが大事（若菜委員・第４回）。 

○商品化、事業化を進めていく段階で、実践者の気持ちや、やりやすさを酌んで寄り添っ

ていくことが重要（平井委員・第４回）。 

○「地域の人々への動機づけや、地域の内発性を促す」という表現は、少々矛盾している。

地域の人たちに共感する、話に耳を傾けるといったところから、気持ちを引き出して、

底上げしていくというスタンスがもう少し明確になるとよい（平井委員・第４回）。 

○地方組織が地域の要望を聞いて課題解決に向けてフォローする流れ以上に、地域のこう

したいという思いに寄り添っていく方向の方がよい（平井委員・第４回）。 

○地域に丁寧に寄り添って一緒に作っていく、寄り添い型の実践コーディネーターが必要

（若菜委員・第４回）。 

○コーディネーターは例えば「この人になら何でも話したくなる」、「この人と一緒なら自

分もできそう」と思われるような人材である、というような整理ができると、どのよう

なプロセスを学んだ方がよいかが見えてくると思う。人材像の入口は柔らかい方がよい

と思う（指出委員・第４回）。 

〇農山村や農村地域を地元の人が面白がる視点から未来への課題の解決が出てくると考え

ているので、コーディネーター役の方は、農山村を面白がるという視点を地域の皆さん

と創れるとよい（指出委員・第４回）。 

〇コミュニティマネジメント（マネジメントは管理ではなく「どうにかしてする、うまく

する、都合をつける」の意味合いの方）の視点からすれば、地域づくり人材は「農山村

マネージャー」とでもいうべきコミュニティマネージャーだとよい（指出委員・第４回）。 

○コーディネーターやプロデューサーが「やらされ感」で活動していると、地域の現場に

は何も響かない。自らが活動を楽しんでいる人や、モチベートされている人には、周り

の人もついてくる（谷中委員・第４回）。 

 

・研修の詳細設計に当たっては、

いただいた御意見等も踏まえ、

地域への愛着と共感を持って、

地域に寄り添い、地域をサポー

トし、活動を後押ししていける

地域づくり人材を育成できるよ

う、検討を行う。 
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（５）価値創造

型の地域づ

くり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○課題解決型の視点も大事だが、一方で純粋に「楽しいから、やる」「やりたいから、やる」

という価値創造型で地域の活動を行っている人がいて、その活動が結果的に地域の課題

を解決しているという実情にも着目することが大事（谷中委員・第１回）。 

○危機感から問題解決型で活動を始めるケースもあるが、「ワクワクするからやる」「やり

たいからやる」という価値創造型で取り組んでいるケースでは活動が持続しやすいこと

にも注目するとよい。ワクワクから始められた活動を地域の課題解決に“つなげて”あ

げる役割を担う人がいると効果的で、活動の「Ｗｈｙ」「Ｗｈａｔ」「Ｈｏｗ」などの文

脈をつなぐ演出家兼脚本家のような存在が、地域の取組を前進させるポテンシャルを持

つと感じる（谷中委員・第２回）。 

○地域づくりの手段として交付金を封印しても生き残れるコーディネーター、プロデュー

サーというのは非常に強い。価値を創って、それをターゲットにつなぐ、マーケティン

グの力が大事（谷中委員・第４回）。 

○要望把握、課題解決、集落診断は古い概念ではないか。解決策より理想をともに作って

いくことが重要（平井委員・第１回）。 

○持続的な地域づくりのためには、危機感と補助金をベースに動くよりも、こうありたい

という小さな理想を実現する成功体験の積み重ねから、手応えが連鎖して仲間ができて

いくことが大事。そうすると自ずと状況に順応するかたちにもなる（平井委員・第２回

発表）。 

○地域のビジョンの出口の一つに実需者とのマッチングがあり、ビジョンの共有から始め

ていくことが重要（平井委員・第４回）。 

○地域のビジョンを共有し、希望があればつないでいくという、つなぎや後押しをしてい

くことが重要（平井委員・第４回）。 

○地域づくりや人材育成をする際に大事なことは、「地域のためにやらされる」のではなく

「自分のやりたいことが地域の役にも立つ」という考え方を持つこと（前神委員・第１

回）。 

 

・研修の詳細設計に当たっては、

いただいた御意見等も踏まえ、

地域の将来像及びそこで暮らす

人々の希望の共有・実現に向け

て、価値創造型の地域づくりが

求められる背景や、こうした考

え方に沿った実践計画を作成

し、継続的な実践活動への移行

に向けて地域に寄り添い、地域

をサポートしていくためのプロ

セスなどが学べる研修となるよ

う、検討を行う。 
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（５）価値創造

型の地域づ

くり 

（続き） 

○人材育成で一番大事なのは、関わる人が創発とイノベーションを起こしていく状況をど

のように作っていくか（前神委員・第２回発表）。 

○課題の解決を急ぐと、表面的に進めてしまい、本質的なものに向き合っていないことが

あるので、許容と包摂する寛容さのあるゆるさと、まだ言葉にもなっていないふわっと

見えることを探索的に考え、価値創造することができるゆるくてふわっとした時間を持

つことが大事（前神委員・第２回発表）。 

○危機感では人は動かず、不安で固まってしまう（前神委員・第２回発表）。 

○課題に引っ張られて、こうしなければというよりも、こうなっていきたいと思うように、

物語を作っていける思考の人が増えた方が良い（前神委員・第３回）。 

○主体形成に全く異論は無いが、皆が「この先未来がない」という物語の中で動いている

ので、地域の方々と都市の人間とが一緒になって違う物語を描くような場を作ることが

大切（嶋田委員・第１回）。 

○「危機感か理想か」という二者択一ではなく、「希望」を持てるかどうかが大事ではない

か。あるべき地域の将来像を実現する上で不足する業種の人材の数を把握した上で、藤

山浩氏の「1％理論」のように、毎年何人確保すればよいかといった実数を把握する。そ

れをもとにして、ＡＩやマルチワーカーなど多様な手段でそれをどうカバーするかを地

域で考える。そのように、「これができれば地域を維持できる」と希望を持ちながら、着

実に取り組んでいくあり方が大事（嶋田委員・第２回）。 

○私の村づくりのモットーの一つは、農村は美しく。もう一つは、みんなで仲良く楽しく

何かを始めること。農村は、何もしないことが失敗。何かをやれば、何かが変わる（三

善行政専門委員・第４回発表）。 
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（６）内発性を

引き出す環

境づくり 

 

 

 

 

 

○自ら①地域に関心を持ち、②参加したくなり、③地域を発見し、④理解し、⑤新しいこ

とを生み出していくことを、段階的に行うことが大切。ただし、行政がずっと面倒を見

ることはできないので、少しずつ住民側に力が配分されるように支援することが大事

（髙橋課長・第２回発表）。 

○地域が動くために必要な力の割合は、課題への気づきが５割、計画と実行が３割、展開

が２割。前二者の８割は地元が頑張るしかなく、そのための後押しとなる支援が望まれ

る（髙橋課長・第２回発表）。 

○目標や課題の設定を地域住民に分権することが内発性の条件（平井委員・第２回発表）。 

○課題、資源、福祉、教育といった概念、潤い、にぎわいなど抽象語にまとめると責任を

持つ当事者がいなくなる。地域の人たちが自分事として自分たちのことを他の人に語れ

る言葉を組み合わせて引き出すのがファシリテーションの肝（平井委員・第２回発表）。 

・研修の詳細設計に当たっては、

いただいた御意見等も踏まえ、

地域の人々の内発性を引き出す

環境づくりを行うための方法が

学べる研修となるよう、検討を

行う。 

（７）将来の不

安の解消 

○地域の課題解決というが、課題と一言で片付けてよいか疑問を持っていて、地域の特徴、

強み、弱みなどから生じる将来への不安をどう解消するかに力を入れてきた（高橋課長・

第２回発表）。 

・研修の詳細設計に当たっては、

いただいた御意見等も踏まえ、

地域の特徴、強み、弱みなどを把

握するとともに、住民の将来の

不安をどう解消するかを考える

ための方法が学べる研修となる

よう、検討を行う。 

（８）参画支援

及びつなが

りづくり 

 

 

 

 

 

○人材を個々の能力で育てるよりも、人々が組み合わさっていろんなことをやっている場

を生み出す方が、広い意味での人材育成になるのではないか（平井委員・第３回）。 

○作られたネットワークの中では創発はなかなか生まれない。自生したネットワークはア

メーバーのように自在に形を変え、寄り添ったり相乗効果を生んでいくような働きをす

る。ゆるやかなつながりは、今まで自分の知らなかった世界に出会うきっかけが生まれ

やすく、世界が広がる（前神委員・第２回発表）。 

○人材を「こうしようああしよう」と躍起になって育成するのではなく、誰もが参画でき、

自然にそこで出会える場を作ることが大事（前神委員・第２回）。 

・研修の詳細設計に当たっては、

いただいた御意見等も踏まえ、

地域住民の誰もが参画しやすい

環境づくりや、新たなつながり

づくりといった視点が学べる研

修となるよう、検討を行う。 
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（８）参画支援

及びつなが

りづくり 

（続き） 

 

○本当はいろいろ力を持っているのに、地域にコミットするきっかけがなくて入れない人

がたくさんいることを考えると、地域共生社会という切り口から参加を支援するとか、

地域づくりをするといったことは、農村ですごく価値がある（前神委員・第３回）。 

○滋賀県東近江で、一石二鳥でなく一石 N鳥の取組がある。指出委員がよく関係人口の「関

わりしろ」と言っているが、地域人材の関わりしろができていく仕組みの方が、人材の

育成より、私は希望があると思う（前神委員・第３回）。 

○髙橋課長の「地域づくりプランナー」、平井委員の「のび太理論」、前神委員の「インタ

ーミディエーター」の通底しているところは全て同じ。前に出過ぎず、場の空気を読ん

で言語化することで、人と人との対流を生み出すような性質が人材育成を広く考える上

で重要（指出委員・第２回）。 

○地域の一部の方だけの取組となり、盛り上がらないリスクもある。少なくとも新しい取

組に反対せず、地域が一体となって活動できるよう、責任を持って取り組む者が必要。

そういう人たちを農水省だけでなく他省庁も含めサポートする体制・支援が必要。また、

地方自治体職員が関わった方がよい（森地方参事官・第４回発表）。 

・また、研修修了生が中心となっ

て、地域単位で各プレーヤーを

つなぐネットワークを構築して

いくことにも期待。 

 

（９）地域づく

りの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国際的な視点も大切。農村空間の構造には国ごとに違いがあることなど、我々が当たり

前と思っていることを自覚してもらうことを強調してきた（生源寺教授・第３回発表）。 

○二兎を追って二兎を得る。自然環境の保全、文化の伝承などの農業の多面的機能は、農

業の生産性とは相反する面もある。長期的な発想も持って高いレベルでバランスをとっ

ていくことが重要（生源寺教授・第３回発表）。 

〇子供達が直接自分の地域に興味を持つという直線的な効果よりも、違うところから U 字

型に入ってくる U字の効果の地域づくりや農村政策があると良いのではないか（指出委

員・第３回）。 

○子どもを活動にどう巻き込んでいくかが一番大事。子どもも一緒に参加することによっ

て、そこからリーダーが自然に育つ（川井委員・第２回）。 

 

 

・研修の詳細設計に当たっては、

いただいた御意見等も踏まえ、

国際的な視点、農業の生産性と

多面的機能とのバランスを総合

的に考える視点、長期的な効果

を意識する視点等を学べる研修

となるよう、検討を行う。 
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8 

 

  

（９）地域づく

りの視点 

（続き） 

○国際交流事業の大きな目標として、中高生を対象として学びと発信の手法を取り入れた

教育と人材育成に取り組んでおり、町の将来の在り方に対し興味を持つ学生が出てくる

など、成果が出てきている（羽田委員・第３回発表）。 
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10 

（３）地域資

源の把握や 

関 係 者 診

断 

 

 

 

○20年くらい前から集落診断が行われてきたが、次の世代の人達に向けては、どのような

場を作っていくのがよいのか検討会の中で考えてみることも重要（図司委員・第１回）。 

○地域の宝は何かといったこと以上に、プレーヤーとして誰がいて、どこの仲が悪くて、

どの人がリーダーシップあり過ぎて、というところを丁寧に聞く地域診断が重要。その

上で、ワークショップをするかどうかなど様々なプロセスの選択肢から提案するのが今

自分に求められている仕事だと思う（若菜委員・第３回発表）。 

○地域にはいろいろなプレーヤーがおり、正しい配置というものはない。地域に一番適し

た関係図を模索し、働きかける相手を考えることに気を遣っている。また、ロの字にな

って事務局がしゃべるような方法ではなく、フラットな合意形成ができるような話合い

方をやってみせることが重要（若菜委員・第３回発表）。 

〇若菜委員の関係者診断は非常に重要。この人はどんな立ち位置なのかということを知る

ことで、ボタンの掛け違いを防げる。この人とこの人を組み合わせると前に進むという

ように農村をトレーディングカードのデッキを作るみたいに考えると、若い人達が入っ

てきやすいと思った（指出委員・第３回）。 

○地域の有力者だけでなく、地域の中で役職を持っていなくても何らかの役割を持ってい

る嫁・婿などの「半よそ者」にも目を配っていくことが大事。「半よそ者」は、本当のよ

そ者、移住者、関係人口など地域につないでいくアダプターの役割を持っている（平井

委員・第２回）。 

○「地域の実情に応じて地域づくりのプロセスを組み立てていく」という表現について、

「実情」が地域の方たちの考えや思い、意欲を意味するのであればよいが、客観的に分

析した実態把握の診断結果（「ここはこうすべきだ」）も「実情」と読まれかねないため

表現上の考慮が必要（平井委員・第４回）。 

 

 

 

 

・研修の詳細設計に当たっては、い

ただいた御意見等も踏まえ、地域

の状況（地域の歴史、地域資源、

地域内外の関係者の意向や状況

など）を把握し、ともに活動を進

めていくべき地域の範囲を設定

するための方法が学べる研修と

なるよう、検討を行う。 
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（４）地域づ

くりの単位

の設定 

 

 

 

 

 

 

○地域への支援では、行動計画を実践に移したときの持続性の観点から、話し合いを行う

地域の括りを最初に診断している。一つの集落で駄目なら隣の集落を巻き込み、それで

も駄目ならもう一つ広げるという発想。大字単位ではなく、集落単位で診断をやらない

と先が続かないことが分かってきた。括りは行政が勝手に作れるものではなく、原案を

作った段階で、聞き取りをしながら、人間性や地形の問題などを加味し、整理している

（高橋課長・第２回発表）。 

○時代が変わり、通用しなくなった決まり事を自ら変えてきたことが日本の農村の強み。

スマート農業が普及した現在では、集落とは違う範囲で議論するというのは当たり前ぐ

らいに考えた方がいい（生源寺教授・第３回発表）。 

○今までは自治会が集落の住民自治活動のメインだったが、人口減少の影響もあり、自治

会が弱体化し、集落の行事はものすごく削られている（若菜委員・第３回発表）。 

○最近、これから増える耕作放棄地に自治会単位では対応できないという相談が特に増え

ている。こうした中で、自治会より大きな小学校区単位（２～５千戸）で住民自治を補

完することに取り組んでいる（若菜委員・第３回発表）。 

○自治会は基本的に平等に作業分担するものだが、その仕組みをやめ、やれる人はやりた

いことをやるように変えていくための合意形成のサポートを仕事としている（若菜委

員・第３回発表）。 

・研修の詳細設計に当たっては、い

ただいた御意見等も踏まえ、地域

の状況（地域の歴史、地域資源、

地域内外の関係者の意向や状況

など）を把握し、ともに活動を進

めていくべき地域の範囲を設定

するための方法が学べる研修と

なるよう、検討を行う。 

（５）行動計

画書 

 

 

 

○地域への支援の中で、何のために誰がいつ何をするかを記載した地域の行動計画書を必

ず作ることとしており、５年ごとに見直し、住民がその都度確認できる仕掛けにしてい

る（高橋課長・第２回発表）。 

 

・研修の詳細設計に当たっては、い

ただいた御意見等も踏まえ、ワー

クショップ等により、地域におけ

る実践計画を作成し、継続的かつ

内発的な実践活動へ移行させて

いくための方法が学べる研修と

なるよう、検討を行う。 
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（６）その他

研修内容 

○人材育成における研修・認定のカリキュラムについて、私自身は賛成している。ＪＡの

空き店舗とか小学校などを拠点として、育成された人材が活躍できるようになると良

い。また、地域の暮らし、農業、防災、鳥獣害など幅広い内容がカリキュラムに入って

くることが大事（川井委員・第３回）。 

○表彰の審査委員はケーススタディーもでき、すごく良い場である。農林水産省や県の職

員と現場を回るので、ネットワークも自然にできる。審査委員に研修修了者を積極的に

入れていくようなシステムを考えられないか（若菜委員・第４回）。 

・研修の詳細設計に当たっては、い

ただいた御意見等も踏まえ、検討

を行う。 

（７）活動に

当たっての 

フォロー 

○地域づくりの活動を始めたら支援が終わるのではなく、継続的に支援していくべき（川

井委員・第２回）。 

○人材育成の方向性について、動機づけから実践計画づくりまでは割とできるので、専門

的知識が必要な「実践活動への移行」に、もっと力点を置いてもよいのではないか（若

菜委員・第４回）。 

○住民たちは、自分たちの考えていることがそのままできるのか、という気持ちがあると

思う。全国地域づくり人財塾でも、自走した後に相談を受けることが多い（前神委員・

第４回）。 

 

・研修の詳細設計に当たっては、地

域における実践計画作成後に、継

続的な実践活動への移行に向け

て地域に寄り添い、地域をサポー

トするための方法が学べる研修

となるよう、検討を行う。 

・計画を作って終わりではなく、継

続的な取組へと移行させていく

という趣旨が端的に伝わるよう、

地域づくり人材や研修の愛称に

ついても、検討する。    
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（２）現場で

の研修 

（続き） 

○通いの公務員が増えており、地元の話がかみ合わないケースも出てきている。自分の勤

めている自治体の足下をしっかり見る機会も必要。住んでいる地域なり、関わっている

地域をよくするためには、方法論の多様性という部分に気付ける場というのも、人材育

成に求められているのではないか（図司委員・第３回）。 

（３）オンラ

イン研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○この先の新しい人材育成を考えた時、オンラインを活用することで、より広がる部分な

どについて議論できないか（谷中委員・第３回）。 

○行政職員が研修で学び、地域の方に地域づくりのきっかけを教え、その先にようやく住

民がいる、というように研修受講者と住民の間が何階層あるかでコンテンツも変わって

くるし、教え方も変わってくる。オンラインを活用できることとリアルでやるべきこと

とのバランスも変わってくる（谷中委員・第３回）。 

○オンラインでも済ませられる部分は、多くの方が受講できるので良いと思うが、伝導率

を高めるためにはコンテンツの見せ方が非常に重要（谷中委員・第３回）。 

○オンラインの受講、リアルな現場の体験だけでなく、中間のテクノロジーを使っていく

ことも考えられる時代になっている。新しい農村政策にはテクノロジーをうまく使うこ

とも非常に価値があると思う（谷中委員・第３回）。 

○オンラインによる人事育成において、事前収録のオンデマンド方式とライブ方式では特

徴が異なるため、目的や狙いによって的確な手段を選択する必要がある（谷中委員・第

４回）。 

○オンラインにすることで、農村での人材育成に対する若い人のコミットの確率が上がる

のではないか。これはオンラインのメリットではないか（指出委員・第３回）。 

○オンラインとオフラインをいかに混合してやっていくかが今後の課題（嶋田委員・第３

回）。 

○オンラインといっても、パブリックビューイングで行うパターンと一人一人が受講する

パターンとで異なる。オンラインだと、年配の方が受講できない場合もあるので、パブ

リックビューイングで世代間の交流が図れると考える（嶋田委員・第３回）。 

 

・研修の詳細設計に当たっては、い

ただいた御意見等も踏まえ、研修

の一部にオンライン講座を導入

し、地域づくりに意欲がある者

が、有益な考え方や手法を学べる

講座を受講できることとするこ

とにより、地域づくり人材の裾野

を広げていけるよう、検討を行

う。 
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（３）オンラ

イン研修 

（続き） 

○オンライン研修でレポート等を課す場合、講師側のマンパワーの拡大が不可欠であり、

地方大学との連携等も考える必要性が出てくるのではないか。また、効果が薄まらない

ように、受講生の単位、数を考えていくことも必要（嶋田委員・第４回発表）。 

 

（４）少人数

での研修 

○大人数でやると拡散してしまうので、10数人程度の少人数でやるようなことを併せて考

えていくことが大事（嶋田委員・第３回）。 

・研修の詳細設計に当たっては、い

ただいた御意見等も踏まえ、現場

での少人数の OJT等を重視した研

修となるよう、検討を行う。 

（５）研修参

加 者 へ の

配慮 

○（地域農政未来塾について）町村の農政担当職員は少数であるのが普通であり、長期間

役場を空けるのが難しい場合がほとんどのため、月に１回の短期集中型でやってきた

（生源寺教授・第３回発表）。 

○研修に出たくても手を挙げにくい人のための言い訳を作ってあげることが必要。「人材育

成宣言」を提案したのは、そういう方々のためでもある（嶋田委員・第４回）。 

・研修の詳細設計に当たっては、い

ただいた御意見等も踏まえ、検討

を行う。 

（６）研修生

同 士 の 交

流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○都会と地方の遠隔自治体間連携という取組を始めていて、連携の先にはお互いの希望が

あると感じている（前神委員・第２回）。 

○研修修了生が活動する場としていろいろな仕組みがあるが、リーダー塾の修了者研修会

のように、修了者が年一回でも一堂に会する場があると、忘れかけていた気持ちがよみ

がえったりするので、そういう場が１つあるとよいと思う（前神委員・第４回）。 

○集落支援員や地域おこし協力隊員は、経験豊富な自治体や JA 職員と連携して育成する

とよい（川井委員・第１回）。 

○認定された人たちが今後活躍していくためにも、コミュニケーション・交流の場を持ち

続け、人材のモチベーションを上げていくことも大事（川井委員・第３回）。 

○ネットワークの構築は、地方農政局単位、全国単位の２段階の形がよいのではないか（嶋

田委員・第４回発表）。 

○認定制度よりも、修了生ネットワークの方が生き生きするのではないか（若菜委員・第

３回）。 

・いただいた御意見等も踏まえ、研

修修了生、講師陣をつなぐネット

ワークを構築し、全国各地の人材

同士で悩みや情報を共有し、支え

合いながら活動できる環境を整

備することとする。 

・研修修了生が中心となって、地域

単位で各プレーヤーをつなぐネ

ットワークを構築していくこと

にも期待。 
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（６）研修生

同 士 の 交

流 

（続き） 

 

 

 

 

○研修を受けたからその人が活躍できるわけではなく、ネットワーク、動ける環境づくり

が重要（若菜委員・第４回）。 

○町村ごとに農業や農村に個性がある中で、塾生同士の交流、現地調査は、自分自身の町

村の特色を再認識する機会につながっている。（生源寺教授・第３回発表）。 

○全国地域リーダー養成塾のお手伝いをしているが、同じ立場の仲間と一緒に議論するこ

とが素敵なレポートを生んでいる。レポートは、これを手掛かりに戻って頑張れるよう

な通過点であり、通過点を共有する場づくりが人材育成の中に求められている（図司委

員・第３回）。 

○今の部長、課長世代は研修等により横のネットワークを持っているが、下の世代はそう

いう場が無くなっており、埋めなくてはいけないと感じている（図司委員・第３回）。 

○育った人たちが束になって我々講師を現場に呼ぶなどの動きが出てきており、現場に近

いところに学びの場が共有されていくことは重要（図司委員・第３回）。 

○修了証を出し、仲間が切磋琢磨できるネットワークづくりにつないでいく方向もよい。

ネットワーク構築は型にはめすぎず、修了生のリクエストを踏まえ、必要に応じて本省

が役割を担うくらいの構えがよいかもしれない（図司委員・第４回）。 

○ネットワークは、いろいろな混じり合いの集合体の方がエネルギーが生まれるため、よ

いと思う。そういう意味で、ネットワークが地方農政局単位、全国一本のいずれがよい

のかは実験しながら考えていただきたい（小田切座長・第４回）。 

（７）表彰制

度 

 

 

 

 

 

 

○ネットワークを生かしていく上で、発表会の場のような形で取組を共有していって、場

合によっては表彰していくということを、各地方農政局単位でやった上で、更に全国で

もやっていく形がいいと思う（嶋田委員・第４回）。 

○全国横断型のゼミのような研修にすると、関わっている人が楽しいと思う。仲間がみん

なで応援し合ったり、推している地域コーディネーターが表彰されたりするようなプラ

ットフォームになると、横のつながりも生まれやすい（谷中委員・第４回）。 

・いただいた御意見等も踏まえ、表

彰制度を活かして研修修了生の

活動を後押しできるような仕組

みについて、検討を行う。 
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（８）研修の

実施主体 

 

○社会教育や学校教育を含め、縦横無尽な人材育成について議論を深める必要がある（小

田切座長・第１回）。 

○大学の在り方を考えている。地方大学の役割として、地域にどういう形で貢献できるか

という話と、今日議論されている農村政策の中でのニーズというのは、かなり交わるこ

とができるのではないかと思う（生源寺教授・第３回）。 

・いただいた御意見等も踏まえ、地

域づくり人材の育成について、地

元大学との連携についても検討

を行う。 

（９）詳細設

計の進め方 

○今後、カリキュラム、教材等を具体化する際は、関係者への意見聴取を十分に行ってほ

しい（羽田委員・第４回）。 

○カリキュラムづくりにも地域のことが分かっているＪＡの職員等が関わった方がよい

（川井委員・第４回）。 

○国の農政と現場のサポートのつなぎ役である地方農政局の知見を研修などに生かしたい

（図司委員・第４回）。 

・研修の詳細設計に当たっては、い

ただいた御意見等も踏まえ、検討

を行う。 
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（１）地方自

治 体 職 員

等（続き） 

 

○最近のＪＡは非常に兼務が多様で忙しく、人材育成が大きな課題である。これからの人

材育成の仕組みの中に、ＪＡの職員の役割を大きく位置づけてもらえれば、ＪＡとして

も大いに関わっていくことが期待できる（川井委員・第３回）。 

○行政等の応援は、相談窓口はもちろん、プランナーの育成が大事。外部の人が１人いる

と、地元は非常に心強い（三善行政専門委員・第４回発表）。 

○都道府県職員も、研修の対象としてきちんと入れた方がよい（嶋田委員・第４回）。 

○自治体等に「人材育成宣言」や「人材育成目標値の設定」などをしてもらい、そこに何

らかの財政的インセンティブを絡ませることで、「束」で人材を育成することを考えて

いく必要性があるのではないか（嶋田委員・第４回発表）。 

○方向性は定まったように思う。人材育成については、市町村職員を中心に人材育成の新

しい仕組みをつくっていくという方向性が出てきた（小田切座長・第４回）。 

（２）その他

地 域 づ く

り に 意 欲

がある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「希望」という議論があった。私も「可能性の共有化」と呼んでいる。地域の可能性を

どう共有化するか。目配り人材である集落支援員などの制度を農業的・農村的にどう利

用できるのか、あるいは、農水省版をどう作るのかという発想が求められている（小田

切座長・第２回）。 

○人材育成の仕組みを作っていく上で、集落支援員、地域おこし協力隊、普及指導員など

様々なプレイヤーがいるが、これらの役割を整理して組み合わせたモデルを作るのが良

いのか、それとも、地域実態に応じてやれる方がやれば良いという発想に立つのかが論

点ではないかと理解した（小田切座長・第２回）。 

○いくつかある人的支援制度を同時に組み合わせたり、人生 100 年時代のキャリアプラン

に沿って運用したり、複合的に活用することが大事（平井委員・第２回発表）。 

○地元リーダーの育成・研修も大切。いろいろな農村の資源があるが、最大の地域資源は

「人」。地元の人材をどう生かすかが大きなポイント（三善行政専門委員・第４回発表）。 

○地域内の人材も必要であり、中山間地域は特に人材がいないので、人材育成をする際に

はそこを意識しなければならないと思っている（若菜委員・第２回）。 

 

・研修の詳細設計に当たっては、い

ただいた御意見等も踏まえ、研修

の一部にオンライン講座を導入

し、地域づくりに意欲がある者

が、有益な考え方や手法を学べる

講座を受講できることとすると

ともに、希望する場合には、これ

以外の講座も受講できることと

することにより、地域づくり人材

の裾野を広げていけるよう、検討

を行う。 
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（２）その他

の 地 域 づ

く り に 意

欲 が あ る

者 

（続き） 

○現場に入る者は市町村職員という考え方を固定させず、現場には集落支援員が入るから

研修にも集落支援員を派遣するなど、そういう人材の役割分担を市町村に判断させるス

テップをかませたらどうか（若菜委員・第４回）。 

○行政とＪＡとの連携がうまく取れている地域は、活性化されている。地域のことなどを

よく知っているＪＡ職員やＯＢも研修の対象者として入れれば非常によい（川井委員・

第４回）。 

○「半農半Ｘ」の農という部分は、農協の営農指導員や生活指導員が結構関わってくる部

分がある。ＪＡをきちんと研修内容に位置付けるとよい（川井委員・第４回）。 

○研修の対象について、都道府県職員や地方農政局の職員、そして住民についてどう考え

るかが残された検討課題。特に、住民について別スキームで考えなくてもよいのだろう

か（嶋田委員・第４回発表）。 
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（２）関係府

省 等 と の

連携 

 

 

 

 

 

○福祉との連携、生活困窮者支援等は農村と関連が深いので、厚生労働省をオブザーバー

に入れられないか（前神委員・第１回）。 

○コロナ禍においても、農村ではそれを乗り越えるための新しい発想がどんどん生まれて

いる。そう考えると、各省が新しいものをむやみに出していくのではなく、他でうまく

動いているものに相乗りしていくことも大事（前神委員・第３回）。 

○農村、特に中山間を支える政策は多岐。府省の連携の在り方は今後の重要な課題。また、

町村職員の分野横断的な経験や交流を生かすという工夫も有益（生源寺教授・第３回発

表）。 

○関係府省との連携に加え、日本政策金融公庫、ジェトロ、地方大学といった組織とも積

極的に関わることが重要（平井委員・第４回）。 

○人材をネットワーク化していくことが重要。また、人材ネットワークを、農水省中心の

政策のシステムにつなげていけないか（嶋田委員・第３回）。 

○人材ネットワークから他省庁のことも含めて現場の声を吸い上げ、様々な問題点を有識

者会議で整理し、農水省が他省庁と調整する仕組みを構築できないか。有識者会議では、

事務方や有識者自身による独自提案も併せて議論するとよいと思う。この政策調整シス

テムが機能すれば、人材ネットワークの存在意義が高まり、ネットワーク自体もより機

能していく（嶋田委員・第４回発表）。 

・いただいた御意見等も踏まえ、農

林水産省がネットワーク内外か

ら把握した「現場の声」を関係機

関（他府省）等とも共有しつつ、

具体的な政策立案に反映させて

いく。 

 （なお、第２回検討会より厚生労

働省社会・援護局地域福祉課にオ

ブザーバーとして参画いただき、

連携して検討。） 

（３）地方農

政局・県拠

点等 

 

 

 

 

 

 

○農政局や地方参事官室の人員の高齢化が非常に進んでいる。若手をもう少し現場に貼り

付ける人事を考えた方が、より効果的になるのではないか（平井委員・第４回）。 

○地方農政局や地域拠点の職員の任期についても考慮するとよい。特にプロデューサーは

活動すればするほど味が出てくるため、ある程度長期でできるとよい可能性もある（谷

中委員・第４回）。 

○地方参事官が任期終了後に取組を継続したいと申し出た場合、兼務はできるのか。コロ

ナ禍で副業・兼業への注目が高まるなど働き方の変化が進む中で、例えば、「週一参事

官」といったような緩い関わり方がオフィシャルにできれば非常に面白いかもしれない

（谷中委員・第４回）。 

・地方参事官室の人材配置等に当た

っては、いただいた御意見等を参

考にさせていただく。 
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（３）地方農

政局・県拠

点 の 関 わ

り方 

（続き） 

○谷中委員の「週一参事官」のような発想は面白いが、新しい担当者とのやりにくさが当

然出てくるので、そこの調整が非常に難しい気がしている（嶋田委員・第４回）。 

○地方参事官が２、３年で異動するという形は考え直してもよいのではないか。私どもが

調査した結果、「何年もやっているとモチベーションが下がる」ことはないということ

も分かっている（嶋田委員・第４回）。 

○地方農政局や拠点の職員の地域への関わり方は二つある。一つは、立場を活かして地域

を応援する手法。１職員１特技みたいなものを積極的に応援するとか、業務として地域

に出て行ける仕組みがあるとよい。もう一つは、OJT のように、地域にどっぷり入って

学んでもらう関わり方。つながりが生まれて、地域の実態が分かるという点もある（若

菜委員・第４回）。 

○地方農政局の県拠点について、まだまだ具体的な政策的な方向性ということではなかっ

たが、働き方改革、ポストコロナ社会での働き方の中で、農水省職員も現場と関わるよ

うな仕組みが場合によっては作れるのではないかという議論が出たので、今後、農水省

で何らかの形で回答をいただきたい（小田切座長・第４回）。 

（４）国、都道

府県、市町

村 の 関 係

性 

○農政局県拠点については、いわゆる分権改革の中で「県や市の業務ではないか」という

補完性原理の議論が必ずあると思うので、別途整理が必要（小田切座長・第４回）。 

○補完性の原理について補足すると、介入の論理として、又は責任の放棄として悪用され

ることがある。今回の２つの事例は、そのいずれでもなく、むしろ現場に寄り添うもの

であり、補完性の原理に沿う（嶋田委員・第４回）。 

・研修の詳細設計や、研修修了生等

のネットワークの構築に当たっ

ては、御指摘を踏まえて、補完性

原理の観点から、国、都道府県、

市町村のそれぞれの役割を整理

する。 
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（５）その他 

 

 

 

 

 

 

○課題解決より主体形成、社会階層の変化、「補助金」から「補助人」への転換等、地域づ

くりが新たな局面に入っていることを基礎的な事実認識とするべき（小田切座長・第１

回）。 

○補助金による農村支援が有効なこともあるとは思うが、持続可能な形とは言い難い。農

村で課題解決をする動きに対し、農水省が認めたり応援したりすることで、地域の原動

力になるという切り口を模索することには価値がある（谷中委員・第１回） 

○防衛線までは撤退することを前提に考えつつ、生涯をそこで過ごしたい人を支えるフロ

ーを注ぎ続ける政策と、農地を整備する投資的な支出をする政策とを使い分けるとい

う、長期的な視点も大事（生源寺教授・第３回発表）。 

○中山間地域等直接支払は農業のハンディキャップを埋めたが、中山間地域の農業や産業

がどういう形であり得るかについての議論がこれまでは弱かったと思う。新たな基本計

画は、そこに踏み込んでいる点が一つのポイント（生源寺教授・第３回発表）。 

○農村振興局にはソフト・ハード両面からいろいろな交付金があるが、やはり支援事業が

大事。テレワークの定着で田園回帰の動きは加速してくるが、光ファイバーなどネット

環境整備が重要なので、他省庁の管轄ではあるが、農水省でも事業化してほしい（三善

行政専門委員・第４回発表）。 

・農村政策の企画・立案に当たって

は、御指摘の事項を踏まえて検討

を行う。 
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（４）普及指

導員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○（普及指導員の）人材育成は重要。人員配置や、業務見直し等による負担軽減も含め、

抜本的な見直しが必要。また、普及員は技術指導にシフトしているが、話を聞いて共に

創り出す場づくりが必要（平井委員・第１回）。 

○普及事業の新たな運営方針の案が示されているが、改めて、むらづくり、地域づくりを

柱に掲げていくことが望まれる（平井委員・第２回）。 

○農業改良普及は、かつて、地域普及と技術普及という言い方で、車の両輪を維持してい

た。平成 16 年の普及改革でかなり技術の方にシフトしたと思うが、今回の基本計画の

見直しで、普及においては、車の両輪の議論はどうだったのか（小田切座長・第２回）。 

○私の母や祖母の時代は、普及指導員が生活の活性化のための活動をしていた。普及指導

員や、生活指導員、営農指導員などの活動が今こそ非常に大事ではないか（川井委員・

第２回発表）。 

・協同農業普及事業では、普及指

導活動の課題や方法等、今後の運

営の方向性を示すものとして「協

同農業普及事業の運営に関する

指針」を定め、その中で普及指導

員は、「技術を核として、農業者

と地域の関係者等との結び付き

の構築等を通じる」ことを基本

に、「コーディネート機能を発揮

し、地域ごとに異なる様々な農村

の課題解決を図るように努める」

ことを、重点化すべき課題の一つ

と位置付けている。 

○県によって普及指導員の活用に差が出てきている印象。現場の話を聞くと、県としての

姿勢がしっかりしている県は、農村振興のために地域に入りやすいが、そうでない県は、

普及員の思いがあっても、現場への訪問頻度が増えなかったり、仲間がいないため相談

ができず悩んでいるという話を聞く（図司委員・第２回）。 

 

 

 

 

 

 

 

・実際の活動においては、国の「指

針」を基本として各都道府県で

「実施方針」を策定し、更に地域

の課題や特性を踏まえて普及指

導センターごとに「普及指導計

画」を定め、取り組んでいる。 

一方で、農村振興のための地

域での取組は、都道府県ごとに

担当する組織が様々であり、普

及組織以外の組織が主たるプレ

イヤーになる場合もある。この

ため、都道府県の普及指導員に

よる当該活動には濃淡があると
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（４）普及指

導員 

（続き） 

承知している。 

○普及職員の年齢構成について、20 代は、H26 の４％や H30 の 6.7％など、若い人が普及

員になる道筋がうまく作り切れていないと思う（指出委員・第２回）。 

○これまではおそらく現場に「実践活動への移行」に寄り添う者がいたかもしれないが、

農協の合併による営農指導員の減少や、普及指導員の減少によって地域に寄り添う者が

いなくなってきている（若菜委員・第４回）。 

・普及指導員の年代構成には、構

成者する者と別に、実務経験中の

職員（H30 は 12.9%）がおり、世

代交代は進んでいると承知して

いる。 
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